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昭和 52 年 11 月 3 日制定
　長岡京市の古い歴史と伝統は心にうるおいを与え、西山の豊かな緑は明
日への英気を養ってくれます。
　この恵まれた歴史と自然を生かし、みんなが力を合わせて生きがいのあ
るまちをつくるために、この憲章を定めます。

わたくしたち長岡京市民は、

1. 緑と水を大切にして、健康で美しい環境のまちをつくりましょう。 

1. 明るい笑顔と助け合う心を大切にして、住みよいまちをつくりましょう。 

1. 学ぶ心と歴史遺産を大切にして、文化の豊かなまちをつくりましょう。 

1. 働く喜びと家庭のうるおいを大切にして、産業とくらしの調和のとれた
まちをつくりましょう。 

1.平和と人権を大切にして、心のふれあうまちをつくりましょう。



　本市は、平成 12 年度に「住みつづけたい　みどりと歴史のまち　長
岡京」を将来都市像とする「長岡京市第３次総合計画」の基本構想を
定め、将来都市像実現のために、必要な政策、施策、事務事業とその
方向性を示した第１期基本計画及び第２期基本計画により、市政を推進
してまいりました。
　この間、国では、身近な行政サービスの向上を目的とした地方分権改
革の推進が図られてきたところですが、権限移譲を受ける基礎自治体と
しては、厳しい財政状況の中、財源の適正な移譲を伴う制度設計が望
まれるところです。
　また、平成１７年より、わが国は人口減少社会へと移行しましたが、
本市は微増ながらも人口増を続け、人口８万人時代を迎えようとしてい
ます。さらに、平成24年度は市制施行40周年という節目の年にあたり、
８万市民の輝ける未来に向けての、本市のさらなる飛躍が期待されます。
　こうした中、第２期基本計画までの成果と課題を踏まえ、第３次総合
計画の総まとめとして、平成 23 年度から平成 27年度までの５年間を
計画期間とする「第３期基本計画」を策定いたしました。
　第３期基本計画においては、第２期基本計画の６つの分野ごとに取り
組むべき施策や事業を整理するというスタイルを踏襲しつつも、市民ア
ンケートをはじめとする市民参画の中で得られた幅広い市民ニーズや市
の課題及び今後の重点施策などをできるだけ取り入れながら、６つの重
点テーマ、６つの重点方針、そして各施策の方向性を見定め、計画を作
成いたしました。
　市民の皆様に積極的に情報を発信し、情報を共有しながら、協働に
よるまちづくりを基本に、地域力、文化力の向上を図り、特に、地域コミュ
ニティ、文化・教育立市、“環境の都”づくり、本市ゆかりの細川ガラシャ
に関わる取り組みを推進するなど、全力をあげて第３次総合計画第３期
基本計画の推進を図り、市民の皆様とともに「住みつづけたい　みどり
と歴史のまち　長岡京」の実現に努めてまいりたいと思いますので、ご
理解とご協力をお願い申し上げます。

　平成 23 年３月
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